
東邦ガスグループ「安全・健康宣言」
　東邦ガスグループは、持続可能な社会に貢献する
ため、エネルギー事業者としての進化、くらしやビジ
ネス分 野での 多 様 な 価 値 の 創 造 、社 会 課 題 解 決 の
推進に取り組んでいます。
　これらの取り組みを支えるのは「人」であり、「働く
人 の 安 全と健 康」の 確 保 は 、企 業としての 基 盤であ
ると考えています。労 働 災 害 、交 通 災 害 および 疾 病
の防止を図り、従業員の安全と健康を確保するとと
もに、快適な作業環境の形成に取り組んでいきます。

全社の安全衛生計画の作成、実施、評価
および改善等、重要事項の審議・報告 
委 員 長：社長
副委員長：副社長、人事部担当

取締役専務執行役員
委　　員：各本部長（役員層）、部長層、

産業医、東邦ガスネットワーク（株）
代表、労働組合

事 務 局：人事部
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各部等の安全衛生計画の作成、実施、評価
および改善、災害の原因調査および再発防
止の検討等
委 員 長：総括安全衛生管理者（部長層）また

は指名者
委　　員：安全管理者、健康管理者、衛生管理者、

産業医、安全運転管理者、
副安全運転管理者、
所属員代表者（労働組合推薦者）、他

事 務 局：安全衛生事務局

各グループ・各課単位の安全衛生活動の推進
事 務 局：安全衛生推進者

● 安 全 衛 生 活 動 推 進 体 制 図

● 従業員の休業度数率  ※1・休業強度率  ※2（単独）

　2023年の休業度数率は、全産業平均（事業所規模
10 0人以 上）を下回る水準です。災害発 生件 数は2件

（休業1、不休1件）で、前年と同じ件数でした。休業災害
は、階段を下りる際の転倒災害です（足指の骨折）。不
休災害は、重量物を一人で移動させようとした際、重量
物が倒れて受傷したものです（足首の裂傷）。また、例
年は転倒による骨折が5割を占めています。
　発生時には災害ニュースを発行し、全従業員へ情報
を共有したり、臨時のメルマガを発行するなどにより、
同種の災害の防止に努めています。

　当社グループでは、各社の毎年の安全衛生活動方
針や実績の共有化を図り、相互に高めあう活動を実施
しています。
　また、協力会社を含めた安全衛生協議会を組織し、
安全・品質に関する教育・啓発や現場パトロールを行
う等、全体での労働災害防止に努めています。

2022年に労働安全衛生法の化学物質規制に関する
政省令が改正され、企業における化学物質の自律的な
管理がより一層求められるようになりました。当社で
は、化学物質を取り扱う全ての事業場において「化学
物質管理者」を選任し、対象物質のリスクアセスメン
ト、ばく露低減措置を実施しています。

ガス工事に関する過去の災
害事例の紹介や、ダミー人形や
VRを利用して目の前で危険体
験ができる訓練施設を本社構
内に設置しています。安全性を
確 保した環 境 下で 、墜 落 、引
火、静電気、土砂崩壊等の危険
な状況を実際に体感し、危険へ
の感受性を高めることで、労働
災害防止につなげています。

社有車を運転する従業員を対象に社内運転免許制
度を設けています。新規取得時には入門訓練等を実施
するとともに、5年ごとの更新時にも添乗試験や適性検
査等を実施するルールとし、交通災害の防止を図って
います 。また 、ドラ
イブレコーダーを全
車両に設置、上司等
が 録 画 映 像を抜 取
確認し、指導してい
ます。

　健康保険組合と連携して、労働安全衛生法で定めら
れた定期健康診断に、胃・歯科検診、個別面談などを
加えた総合健康診断を実施し、「若年時からの健康づ
くりの促進と生活習慣病の予防」を徹底しています。定
期 健 康 診 断 の受 診 率10 0 %を目標としており 、毎 年
100%を維持しています。

健康診断の実施後、当社で定めた基準に該当する従
業員においては産業医面談を実施し、必要に応じて勤
務制限などの措置を実施しています。

　社長を委員長とする中央安全衛生委員会を年に2回
開催し、全社的な安全衛生の管理徹底、健康づくりの促
進を図っています。3か年の活動計画や毎年の活動計画
を審議し、結果に基づき次の計画に反映するとともに、
その内容は取締役会および経営会議に報告しています。
　中央安全衛生委員会の下に、各事業所安全衛生委員
会、職場安全衛生会議を置き、相互連携のもとで全社
一丸となった安全衛生活動を展開しています。各事業
所安全衛生委員会は、労働組合の推薦者が半数以上と
なるよう構成し、従業員参加型の活動としています。
　また、協力会社を含めた安全衛生協議会を組織し、
安全・品質に関する教育・啓発や現場パトロールを行
う等、全体での労働災害防止に努めています。

　さらに、各事業場の安全衛生推進者を中心に、職場
の健 康づくり活動にも取り組んでおり、ウォーキング
チャレンジなどに参加することで従業員の健康を促進
するとともに、職場におけるコミュニケーションの活性
化も図っています。

労働安全衛生推進体制

労働災害の発生状況

※1 延べ労働時間100万時間当たりの労働災害による休業件数によって、災害発生の
頻度を表す
休業度数率＝（休業件数）／（労働者の延べ労働時間数）×1,000,000

※2 延べ労働時間1,000時間当たりの延べ労働損失日数によって、災害の重さの
程度を表す
休業強度率＝（延べ労働損失日数）／（労働者の延べ労働時間数）×1,000

● 全産業平均

全産業平均

●
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休業度数率（左軸）：当社

休業強度率（右軸）：当社
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基本的な考え方
　「働く人の安全と健康の確保は、企業としての基盤である」との考えのもと、社員の健康
支援と安心快適な職場づくりに取り組んでいます。

データセクション価値創造を支える基盤東邦ガスグループの価値創造イントロダクション
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労 働 安 全衛 生へ の取り組み



指導の様子

訓練施設

総合健康診断

健康診断事後措置

　2023年の休業度数率は、全産業平均（事業所規模
100人以上）を下回る水準です。災害発生件数は2件
（休業1、不休1件）で、前年と同じ件数でした。休業災害
は、階段を下りる際の転倒災害です（足指の骨折）。不
休災害は、重量物を一人で移動させようとした際、重量
物が倒れて受傷したものです（足首の裂傷）。また、例
年は転倒による骨折が5割を占めています。
　発生時には災害ニュースを発行し、全従業員へ情報
を共有したり、臨時のメルマガを発行するなどにより、
同種の災害の防止に努めています。

　当社グループでは、各社の毎年の安全衛生活動方
針や実績の共有化を図り、相互に高めあう活動を実施
しています。
　また、協力会社を含めた安全衛生協議会を組織し、
安全・品質に関する教育・啓発や現場パトロールを行
う等、全体での労働災害防止に努めています。

　2022年に労働安全衛生法の化学物質規制に関する
政省令が改正され、企業における化学物質の自律的な
管理がより一層求められるようになりました。当社で
は、化学物質を取り扱う全ての事業場において「化学
物質管理者」を選任し、対象物質のリスクアセスメン
ト、ばく露低減措置を実施しています。

　ガス工事に関する過去の災
害事例の紹介や、ダミー人形や
VRを利用して目の前で危険体
験ができる訓練施設を本社構
内に設置しています。安全性を
確保した環境下で、墜落、引
火、静電気、土砂崩壊等の危険
な状況を実際に体感し、危険へ
の感受性を高めることで、労働
災害防止につなげています。

　社有車を運転する従業員を対象に社内運転免許制
度を設けています。新規取得時には入門訓練等を実施
するとともに、5年ごとの更新時にも添乗試験や適性検
査等を実施するルールとし、交通災害の防止を図って
います。また、ドラ
イブレコーダーを全
車両に設置、上司等
が録画映像を抜取
確認し、指導してい
ます。

　健康保険組合と連携して、労働安全衛生法で定めら
れた定期健康診断に、胃・歯科検診、個別面談などを
加えた総合健康診断を実施し、「若年時からの健康づ
くりの促進と生活習慣病の予防」を徹底しています。定
期健康診断の受診率100%を目標としており、毎年
100%を維持しています。

　健康診断の実施後、当社で定めた基準に該当する従
業員においては産業医面談を実施し、必要に応じて勤
務制限などの措置を実施しています。

危険源の特定とリスク評価

安全体感訓練

ストレスチェックの実施

長時間労働による健康障害予防

健康相談窓口

復職支援

　長時間労働に起因する健康障害を予防するため、時間
外労働が月45時間※を超えた場合、必要に応じて産業医
面談を実施しています。また、災害発生時の復旧作業を
想定し、当社で定めた基準に該当する従業員については、
連続勤務日数および連続勤務時間を制限しています。

　当社グループでは、当社人事部がグループ全体のスト
レスチェックを取りまとめて実施しており、関係会社を含
め高い実施率を維持しています。ストレスチェック実施
後は、集団分析結果を踏まえてワークショップ研修を開
催するなど、職場改善の支援活動を行っています。

　産業医・保健師による健康相談ダイヤル・メール窓
口を設けて、こころやからだの不調に関して、従業員本
人・上司のどちらからでも幅広く相談を受け付けてお
り、早期対応による健康改善に取り組んでいます。

　休職者に対しては、復職支援制度を設けて、産業医・
保健師と職場上司・人事部が連携して復職支援を行っ
ています。

　社長を委員長とする中央安全衛生委員会を年に2回
開催し、全社的な健康経営の推進を図っています。委員
会では健康経営推進計画・施策の審議、指標分析結果
および施策の実施結果の報告を行っており、内容につ
いてはその後取締役会および経営会議で報告されま
す。また、全職場に配置された安全衛生推進者を通じ
て社員から意見を吸い上げて健康施策に反映している
ほか、健康保険組合、労働組合と連携し、共同で施策を
実施するなど積極的に健康経営に取り組んでいます。

※勤務制限がある場合などについては別途規定

当社グループ全体での安全衛生活動

従業員の健康管理

運転者認定制度
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方針
　交通災害においては、安全運転の啓蒙や安全装備
の装着率向上により、追突などの重大災害や当方に
過失のある事故の件数は減少傾向にありますが、さま
ざまな環境変化がある中において、引き続き減少傾向
とするため、若年者や高年齢者等の高リスク層に重点
を置いた取り組みや、出発時の周囲確認の徹底など、
実効性ある安全活動を推進していきます。
　また、会社がガス事業者としての使命を果たすうえ
で、社員の健康増進は重要な課題の一つです。
　東邦ガスグループ社員一人ひとりのこころとからだ
の健康づくりを支援するため、メンタルヘルス対策、が
ん対策および生活習慣病対策などを進めていきます。

目標
（1）労働災害発生件数の抑制
　①作業災害の休業ゼロ及び交通災害の先方人身
　　事故ゼロなど

（2）こころとからだの健康づくり
　①こころの健康リスクの抑制
　　ストレスチェック結果
　　・総合健康リスクが高い事業場数の抑制
　　・職場支援（上司・同僚）の向上
　　・高ストレス者率の抑制

　②からだの健康リスクの改善
　　・メタボ率の減少
　　・肥満率の減少
　　・適量以上の飲酒率の減少
　　・男性喫煙率の減少

2024年全社安全衛生推進計画の概要
（方針、目標）
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